
 

●湖面利用に当たっての注意事項（重要） 

①湖面への進入道路には防護柵が設置されておりませんので、車両の転落事故などが無いよう十分注意願います。 

②カヌーなどを使用する場合は、必ずライフジャケットを着用願います。 

③下図に示す利用制限区域については、ダム施設の維持管理上、立入禁止とします。 

④下記の行為は禁止とします。 

○水質に影響を与える可能性のある行為（湖面への車両の乗り入れ、動力付き船舶の使用など） 
○指定場所以外での乗船・下船 
○遊泳 
○火気（直火）の使用 
○ゴミの投棄 
○動植物の持ち込み（同伴は除く） 

⑤利用に当たり、発生する全ての責任は利用者の自己責任となります。 

⑥車両転落や水難などの事故が発生した場合は、警察・消防へ連絡するとともに留萌ダム管理支所へ連絡するようお願いし

ます。 

⑦気象状況などにより予告無く、進入道路の一般開放を中止する場合がありますので、ご了承ください。 

⑧その他、不明な点がありましたら、留萌ダム管理支所（0164-46-8111）までご連絡ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


